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企
業
主
導
型
保
育
事
業
の
新
た
な
実
施
機
関
の
選
定
が
、
内
閣
府
の
企
業
主
導
型
保
育
事
業
点
検
・
評
価
委
員
会
（
以
後
、

委
員
会
）
に
お
い
て
始
ま
っ
て
い
る
。 

 

委
員
会
の
所
掌
事
務
は
、
（
１
）
実
施
機
関
の
候
補
の
選
定
に
関
す
る
事
項
と
、
（
２
）
実
施
機
関
に
よ
る
企
業
主
導
型
保

育
事
業
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
の
点
検
及
び
評
価
に
関
す
る
事
項
の
二
つ
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
事
務
が
適
正
に
行
わ
れ
る

こ
と
は
内
閣
府
の
責
任
で
あ
り
、
（
１
）
（
２
）
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
以
下
、
質
問
す
る
。 

一 

（
１
）
に
つ
い
て 

 
 

内
閣
府
子
ど
も
・
子
育
て
本
部
（
以
下
、
本
部
）
は
、
十
一
月
二
十
九
日
を
締
め
切
り
と
し
て
、
実
施
機
関
の
公
募
を
行

っ
た
た
め
、
十
二
月
三
日
に
、
何
件
の
応
募
が
あ
っ
た
の
か
を
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
「
公
正
性
・
中
立
性
の
観
点
か
ら

名
称
も
数
も
含
め
て
言
え
な
い
」
、
「
委
員
会
で
決
め
て
い
る
最
中
な
の
で
、
結
果
が
出
る
ま
で
言
え
な
い
」
、
「
委
員
会

で
そ
う
決
め
た
」
旨
の
回
答
が
来
た
。 

 
 

し
か
し
な
が
ら
、
本
部
が
今
年
十
月
一
日
に
公
表
し
た
「
企
業
主
導
型
保
育
事
業
費
補
助
金
（
間
接
補
助
金
）
に
係
る
補

助
事
業
者
（
実
施
機
関
）
の
公
募
に
つ
い
て
（
公
募
要
項
）
」
に
よ
れ
ば
、
「
応
募
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項
」
と
し
て
、



 

２ 

 

「
提
出
書
類
は
、
本
公
募
要
項
に
基
づ
く
審
査
に
限
定
し
て
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
提
出
書
類
に
つ
い
て
は
、
原

則
公
開
す
る
。
た
だ
し
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
五
月
十
四
日
法
律
第
四
十
二

号
）
に
基
づ
き
、
不
開
示
情
報
（
個
人
情
報
や
指
定
申
請
団
体
の
権
利
、
競
争
上
の
地
位
そ
の
他
正
当
な
利
益
を
害
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
も
の
等
）
を
除
く
」
と
あ
る
。 

 
 

そ
れ
な
ら
ば
、
選
定
の
過
程
で
あ
っ
て
も
、
応
募
件
数
す
ら
公
表
し
な
い
理
由
に
は
な
ら
な
い
。 

 

１ 

選
定
の
過
程
で
あ
っ
て
も
、
応
募
件
数
す
ら
公
表
し
な
い
と
の
決
定
が
、
委
員
会
で
行
わ
れ
た
事
実
は
本
当
に
あ
る
の

か
。 

 

２ 

公
募
要
項
に
は
な
い
情
報
公
開
に
関
す
る
ル
ー
ル
が
、
委
員
会
の
口
頭
の
議
論
で
行
わ
れ
、
そ
れ
が
決
定
事
項
と
し
て

扱
わ
れ
る
こ
と
は
問
題
で
は
な
い
の
か
。 

 

３ 

件
数
は
明
ら
か
に
す
べ
き
だ
っ
た
と
判
断
を
変
え
た
場
合
は
、
件
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

二 

（
２
）
に
つ
い
て 

 
 

企
業
主
導
型
保
育
事
業
は
、
待
機
児
童
解
消
の
た
め
に
企
業
か
ら
も
拠
出
を
求
め
て
始
め
た
事
業
で
あ
る
。
し
か
し
、
平

成
二
十
八
年
度
の
開
始
か
ら
予
算
額
を
消
化
で
き
な
い
状
態
が
続
い
て
い
る
。 



 

３ 

 

 
 

平
成
二
十
八
年
度
は
企
業
拠
出
率
〇
・
二
％
で
七
百
九
十
七
億
円
の
予
算
額
に
対
し
て
執
行
が
確
定
し
た
額
は
百
九
十
四

億
円
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
ま
た
平
成
二
十
九
年
度
は
企
業
拠
出
率
〇
・
二
三
％
で
千
三
百
九
億
円
の
予
算
額
に
対
し
て
執
行

が
確
定
し
た
額
は
八
百
八
億
円
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。 

 
 

委
員
会
の
所
掌
事
務
で
あ
る
「
実
施
機
関
に
よ
る
企
業
主
導
型
保
育
事
業
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
の
点
検
及
び
評
価
」

は
、
こ
う
し
た
情
報
が
適
正
に
公
開
さ
れ
て
こ
そ
可
能
で
あ
る
。 

 

１ 

政
府
は
予
算
額
に
比
べ
て
執
行
額
が
小
さ
い
こ
と
を
事
業
の
実
施
状
況
と
し
て
委
員
会
に
対
し
て
情
報
を
提
供
し
た
こ

と
は
あ
る
か
。 

 

２ 

政
府
は
「
平
成
三
十
年
度
各
省
各
庁
歳
出
決
算
報
告
書
」
を
十
一
月
十
九
日
に
提
出
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
本
部
は
、
企

業
主
導
型
保
育
事
業
の
執
行
状
況
と
し
て
、
平
成
三
十
年
度
の
交
付
決
定
額
お
よ
び
助
成
決
定
額
ま
で
は
明
ら
か
に
す
る

も
の
の
、
確
定
し
た
額
を
尋
ね
て
も
未
だ
明
ら
か
に
で
き
な
い
と
言
う
。
明
ら
か
に
で
き
な
い
理
由
に
つ
い
て
、
具
体
的

に
説
明
さ
れ
た
い
。 

 

３ 

こ
れ
で
は
、
現
状
で
の
利
用
者
数
、
施
設
定
員
や
、
そ
の
充
足
状
況
な
ど
、
「
実
施
機
関
に
よ
る
企
業
主
導
型
保
育
事

業
の
実
施
状
況
」
を
正
確
に
点
検
・
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。 



 

４ 

 

 
４ 

ひ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
同
様
、
予
算
を
消
化
で
き
な
い
結
果
と
な
る
が
、
本
部
は
、
委
員
会
に
対
し
て
、
詳
細
な
予

算
・
決
算
情
報
を
、
い
つ
公
開
す
る
の
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


